
豊川市まちなか居住補助金のご案内
（拠点地区定住促進事業費補助金）

まちなかへの転居
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都市機能誘導区域については、
豊川市ホームページの
豊川市まちなか居住
補助金のページから
ご確認いただけます。凡例

都市機能誘導区域

鉄道駅

市役所・支所

都 市 機 能 誘 導 区 域

※ただし、都市機能誘導区域内でも災害想定区域と重複する場合は、補助対象外です。

子育て奨励金１０万円

中学生以下のお子さま１人につき

固定資産税相当額最大3年分

都市機能誘導区域とは、豊川市立地適正
化計画に基づき設定された区域のことで、
中心拠点及び地域拠点の中心となる駅から
半径８００ｍの範囲等で設定されています。

八幡駅

国府駅



補 助 金 の 概 要

以下の項目にすべて該当する方は、補助金の交付を受けられることがあります。

市内の土砂災害特別警戒区域等、指定されている災害想定区域内（２災害想定区域を参照）に家屋を

所有して住んでいましたが、豊川市の都市機能誘導区域内（３都市機能誘導区域を参照）に家屋を取得

して転居しました。（新築の戸建て住宅のほか、分譲マンションや中古 住宅等も対象になります。）

１０年以上、定住することを決めています。

町内会に加入しています。

市税等の滞納はありません。

暴力団員ではありません。

家屋には台所と便所があり、居住の用に供する延べ床面積が８０㎡以上あります。

補 助 対 象 者 の 条 件

豊川市における戦略的な定住促進を図り、もって地域の活性化に資するため、市内の災害想定区域から
指定区域に転居する者に対し補助金を交付します。

補 助 金 の 金 額

金 額内 容項 目

固定資産税相当額（要件有り）
補助対象者の方に、所有する家屋に係る固定資
産税相当額を最大３年間補助します。

家屋

固定資産税相当額（要件有り）
補助対象者の方に、所有する土地に係る固定資
産税相当額を最大３年間補助します。

土地

１０万円/人（１回限り）
補助対象者の世帯を構成する中学生以下の子に
対して、奨励金を交付します。

子育て奨励金

※補助金の算定では、豊川市拠点地区定住促進事業費補助金交付要綱に面積要件等も規定していますので、ご確認ください。

豊川市（都市計画課）申請者
処理期間
（目安）

交付申請書の提出 交付申請書の受領

審査

交付決定通知書の送付交付決定通知書の受領

交付請求書の提出 交付請求書を受領

補助金の支払い補助金の受領

※当該固定資産税を全額納付する必要があります。

※納税通知書の受領後、受付を開始します。

申 請 の 流 れ

審査

約１ヶ月

約１ヶ月

災 害 想 定 区 域

災害想定区域とは、まちなか居住補助金交付要綱別表１に記載する区域のことで、土砂災害特別警戒
区域等の各種災害により被害が想定される区域のことです。

豊川市内の災害想定区域は、下記図面の凡例のとおりです（平成３１年４月１日現在）。

留意事項

交付の申請は、当該年度に賦課された固定資産税の納付前に手続きができますので、早めに申請をして
ください。

補助金受領後、１０年以内に、転居又は転出及び家屋を取壊す、売却等を行う場合は、補助金を返還し
ていただく場合があります。事前に都市計画課にご相談ください。

申請者は、交付決定を受領した後に、申請内容に変更があった場合は、都市計画課にご相談ください。

交付請求書は、当該年度に賦課された固定資産税を全額納付してから提出していただくこととなります。

補助金の交付は最長３年間受けることができますが、毎年度、交付の申請を行う必要があります。

《まちなか居住補助金に関する問い合わせ先》

豊川市役所 都市整備部 都市計画課 住 所：〒４４２－８６０１ 愛知県豊川市諏訪１丁目１番地

ＴＥＬ：０５３３－８９－２１４７ ＦＡＸ：０５３３－８９－２１７１ E-mail：tokei@city.toyokawa.lg.jp

災害想定の変更等により、対象区域が上記図面と異なる場合があります。災害想定区域の確認等、詳しくは
都市計画課までお問い合わせください。


